
＝第 28 回 北島町ひょうたん夏まつり＝ 

 

「出店者」の注意事項 

 

1.出店者は、次の事項を誠実に遵守しなければならない。 

 

(1)食べ物類を扱うお店は、必ず「手洗い用の消毒液」をテント（店）内に用意し、調理等の際に

は、「調理用手袋（ゴム製）」を使用すること。 

(2)法律で禁止されている物品または、ひょうたん夏祭りの品位を損なう恐れのある物品を販売し

ないこと。 

(3)食品を扱う露店は、事前に申し出ておくこと。 

(4)火気を扱う露店は、火気器具類と置き台の間には不燃材料を使用すること。 

(5)出店場所付近の形状の変更を伴う工作をしないこと。 

(6)ごみ類は、出店者個々の責任において確実に分別し処理すること。 

(7)交通法令及び国土交通省徳島河川国道事務所の指示を遵守し、物品の搬出入に当たっては、細

心の注意を払うこと。 

(8)出店場所は、使用前の状態に復すること。 

(9)使用する車両は、事前に届けを出し、指定された駐車場等へ駐車すること。 

(10)指定時間または、ひょうたん夏祭り終了後は、速やかに閉店し、会場から退出すること。 

(11)責任者を常駐させるとともに、連絡方法等を明らかにしておくこと。 

 

2.出店者は、次にあげる許可証を携帯し、又は、露店等の見やすい場所に掲示しなければ

ならない。 

 

   (1)出店許可証 

   (2)関係者用駐車許可証 

 

3.出店許可証は、申込者本人に対する承認であり、名義貸し、承認証の転貸し等について 

は、これを禁止するとともに、これに違反した者については、以後の出店を承認しない 

ものとする。 

 

4. 暴力団員等の排除 

 

(1)暴力団員又は暴力団員の影響下で出店する者（暴力団員から依頼を受けてアルバイト的に出店

する者など）の出店は認めない。法律で禁止されている物品または、ひょうたん夏祭りの品位

を損なう恐れのある物品を販売しないこと。 

(2)暴力団又は暴力団員に利益を提供する者等密接関係者の出店は認めない。 

 

 

 

 



【出店の条件】 

①出店は原則「テント半張り（約 2.7m×3.6m）」を「１店舗」単位とします。 

②出店料は、「テント半張り」が「18,000円」＊出店料は、出店説明会時に集金します。 

③「机 2・椅子 4」等については設置しますが、それ以上必要な場合はご準備をお願いします。 

④店の売上金管理、売り子、ワゴン、販売用に使うプロパンガス等は、出店者で行って下さい。 

⑤使用出来ない電気機器は下記のとおりです。上表の分も含め、記載以外の機械の使用について

は、必ず事前にお問い合わせ下さい、届出のない場合使用できない場合があります。 

   ＊「ｵｰﾌﾞﾝﾄｰｽﾀｰ」「電子ﾚﾝｼﾞ」他 電気用量が高いもの。 

⑥食べ物類の販売は、保健所の許可・届出が必要となります。必ず事前に問合せ下さい。 

⑦水道は、会場内に仮設した水道を共同使用していただきます。 

 

●【出店申込締切】･･･6月 10日（水）必着。（申込多数の場合は抽選となります。） 

（様式１）出店申込書、(様式２) 出店詳細（身分証明書等の写し添付）、（様式３）誓約書を

ご記入の上、お申込ください。 

＊飲食類販売を行う出店申請者は、「露店飲食店営業」又は「臨時的季節的飲食店営業」許可

書の写しを提出ください。 

●【出店申込先】･･･北島町商工会へ持参または郵送、ＦＡＸ（698-2179）ください。 

●【出店者説明会】・・・令和８年 7月 7日（火）14：00 北島町役場 7階 大ホール 

◆その他ご不明な点については、北島町商工会（088-698-2275）までお問い合わせ下さい。 

  

 

◆出展テントの配置図 記入例  

 

＜お客様側＞ 

 

 【テント内（半小間）に用意しているもの】 

・机（180ｃｍ）２台 ・パイプ椅子４脚 ・テント前に電球 3～4 個  

・天井ＬＥＤ蛍光灯 ・コンセント２穴 ・消火器（テント内 1 小間に 1 つ） 
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